
法人カード会員規約追加規定 日専連カード会員規約に追加する条項となります。 

 

第 1 条 

（3）（法人会員とカード使用者） 

１.当社の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体（以下

総称して「法人等」という。）または個人で事業を営む方（以下「個人事業主」という。）で当社が審査のうえ入会を承認した法人等または個

人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。 

２. カードの使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえ申し込まれた個人の方で、当社が審査のうえ入会を承認した方を

カード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。 

３. 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。 

４. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。 

5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者とし

ての責任の双方を負うものとします。  

6. 法人会員は、カード使用者（ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。）に対し、法人会員に代わってカードを使用し

て、本規約に基づくカード利用（ショッピング利用および付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。）を行う一切の権限

（以下「本代理権」という。）を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事

由がある場合は、所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権

が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。  

7. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。  

8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカ

ードを利用した場合であっても、法人会員および代表使用者は、当該利用について当然に支払義務を負うものとします。  

9. 会員区分により、カードの利用可能枠等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、当社が審査のうえ承認した場合、変更するこ

とができます。  

 

（4）（支払責任および連絡責任者） 

1. 法人会員および代表使用者は、会員によるカードの利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の債務

について連帯して当該債務を負担するものとし（民法第436 条）、法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求

を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。  

2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が両社の承認を得て代表

使用者とならない限り、前項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。  

3. 前6項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一

切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者（ただし、個人事業主会員自身を除く。）はこれを負担しないものとします。また、法人会

員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者（ただし、個人事業主会員自身を除く。）をして本規約を遵

守させる義務を負うものとします。  

4. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当社から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記

載し、当社に提出するものとします。 

5.  本規約において特に定める場合を除き、第1 項に基づき法人会員および代表使用者が連帯して負担する債務については、民法の連帯債務

に関する規定が適用されるものとします。 

 

第8条 

（3）会員が当社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およ

びお支払い口座等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号等（以下「届出事項」という。）について変更があった

場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。 

 

第26条 

（9）法人会員のショッピング利用代金の支払い区分は、原則1回払い、2回払いとします。 


